
施設名称 建築年度 建築年数 構造 延床面積 （㎡）

本部庁舎 昭和 47 年 52 RC 造 1,334.99

指令棟 昭和 60 年 40 RC 造 584.16

新指令棟 平成 11 年 26 RC 造 988.58

猿投 - 境川断層分布図
出典 ： 活断層詳細デジタルマップ ［新編］ 2018 年 3 月 14 日発売

※尾三消防組合本部 新庁舎建設基本構想 （素案） を基に作成

日進消防署

天井仕上材　塗装剥離 （広範囲）
調査日 ： 2020 年 8 月 19 日

外装仕上材　塗装剥離 （全体）
調査日 ： 2020 年 8 月 19 日

鉄筋コンクリート造　柱クラック （2 箇所）
調査日 ： 2020 年 8 月 19 日

奥能登広域圏事務組合消防本部より「熊本地震 ～益城西原消防署活動の記録～　
5. 写真で見る熊本地震 」 より抜粋

尾三消防組合新庁舎建設基本構想・基本計画概要（令和8年3月）

　大規模災害発生時においても、消防は防災拠点としての責任と役割を果たす必要があります。

　猿投－高浜断層帯は、豊田市から大府市を経て西尾市に至る全長51kmに及ぶ断層帯であり、そのう

ち、猿投－境川断層は現在の本部庁舎近郊にあることが確認されています。大規模地震が発生した際

に、本部庁舎は耐震性を確保することで機能維持を図ることが可能ですが、管内住民と消防を繋ぐ119

番通報回線は有線ケーブルであり、電柱等の倒壊による寸断が懸念されることから、通信指令機能を移

転する協議が始まり、令和6年12月24日の協議会にて通信指令室を日進消防署へ移転させることを決

定しました。

基本構想・基本計画策定の趣旨

　現在の本部庁舎は、組合消防発足に伴い、昭和48年に竣工し、その後50年以上が経過しています。

平成30年度には消防広域化により、職員数も340人規模へ増大していますが、組合の管内人口のさら

なる増加に対応すべく、消防力の整備が求められる一方、消防力の増強による現状の庁舎の狭隘化、

庁舎の老朽化による劣化が進行するとともに、国が定めた官庁施設の総合耐震・対津波計画基準にお

ける耐震安全性の目標を達成できていない状況です。

　こうした状況を踏まえ、当組合を構成する5市町により、令和3年4月から建て替えに係る協議を重ね、

令和5年8月の構成市町協議会（以下「協議会」といいます。）により、令和12年度の本部新庁舎供用

開始が決定され、令和5年12月の協議会にて、庁舎建設に係る候補地検討の結果、建設位置が現位

置と決定され、令和7年度に庁舎建設に向けて基本構想・基本計画を策定するものです。

本部新庁舎整備事業の経緯

本部の現状と課題

　本部敷地と現庁舎の概要

　通信指令機能の移転

　現本部敷地は南敷地と北敷地があり、南敷地は現本部庁舎敷地となって

おり、通信指令機能のある本部庁舎や緊急車両車庫などが建ち、屋外には

来庁者及び職員駐車場を整備しています。

　北敷地は現本部屋外訓練場として使用しており、単管パイプ等を利用した

訓練塔や屋外倉庫を設置しています。

　現在の本部庁舎は、新耐震基準以前の昭和48年に建設された旧耐震基

準の庁舎です。昭和60年に指令棟を増築、さらに平成11年に新指令棟を

　日進消防署の改修

　通信指令室を日進消防署に移転させるに当たり、通信指

令室と通信指令員の仮眠室のスペースが必要となります。

　そのため、通信指令室として屋内訓練場を、通信指令員の

仮眠室として多目的室を改修します。令和3年3月に策定さ

れた尾三消防組合消防施設個別施設計画では、日進消防

署は令和12年度に大規模改修を見込んでいましたが、通信

指令機能の移転に伴い、前倒して令和9年度から改修工事

を行います。これらのことにより、令和7年度に長寿命化調査

兼基本設計を行い、令和8年度に実施設計を実施します。

　庁舎の経年・老朽化

　職員数及び車両台数の増加に伴うキャパシティ不足

　現在の本部庁舎は、尾三管内の消防機能の中心を担う最も重要な消防活動拠点でありながら、組合

庁舎として唯一の旧耐震基準で建築された庁舎のため、南海トラフ地震をはじめとする大規模地震が発

生した際に、継続使用ができなくなることが危惧されています。

　また、老朽化の進行から、各部位での錆、剥離、柱や壁にクラックが生じ、配管配線の損耗や電気設

備の不具合が頻繁に発生しています。

　多種多様な災害に対応するための車両及び資機材の増強や職員の増加により、緊急車両車庫、執

務室、関連倉庫等、全体的な庁舎の狭隘化が進んでいます。

新庁舎に必要な機能

　新庁舎に求める基本的な考え方

　各種資機材庫や緊急車両車庫、また現状整備されていない出動準備室や調査準備室など、消防機

能を維持するために必要な諸室の面積は確保しつつ、会議室は各種式典での利用の他、個別の会議

室へと変更できるように可動式什器や移動可能な壁を採用するなど、多目的利用を可能とする仕様と

し、合理化を図ります。

　また、既存庁舎の有効活用として、築26年の新指令棟を活用することで、新庁舎建設にかかる費用の

削減に努めます。

充実又は強化する必要がある機能

　消防機能を維持する耐震性能の確保

 他県において、過去の大規模地震発生時

に、本部等が損壊し業務継続ができなかっ

た事例も散見される中、管内防災拠点とし

ての本部機能の維持のため、耐震性能の

確保は最優先事項です。

増築し、現在の庁舎規模となっています。最も古い

本部庁舎は建築から52年、指令棟は40年、新指

令棟は26年が経過しています。
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　基本理念

新庁舎の基本理念・基本方針

　基本方針

　　基本理念を実現するための基本方針は、次の5点とします。

1.管内住⺠の⽣命、⾝体、財産を守る防災拠点となる庁舎
2.常に100％の機能を発揮できる庁舎
3.防災の要として防災⼒を発信する庁舎
4.勤務する職員が最⼤限のパフォーマンスを発揮することができる庁舎
5.⼈と環境に配慮した庁舎

　いかなる時でも、あらゆる災害か

ら住民を守るために強靭で揺るがな

い庁舎を整備します。

　適切な消防行政の運営のため

に、常に100％の能力を発揮でき

る、職員が働きやすい庁舎環境を

確保します。

　自然と調和し、まちと一体となっ

た、身近で活動があふれる開かれ

た庁舎を目指します。

「安全で安⼼な暮らしを実感できる地域」の実現

1.管内住⺠のための庁舎 2.勤務する職員のための庁舎 3.地域のための庁舎

　新庁舎の規模概要

　新庁舎に必要な機能及び規模については、「一般財団法人 消防防災科学センター」が示す消防庁舎の

標準的な基準面積を参考に、センターの助言を受けながら、現状の職員数、車両台数、必要な機能等を踏

まえて算出した結果、新庁舎の延床面積は5,031㎡を上限とし、新庁舎に必要な諸室の一部については、既

存施設である新指令棟を活用することで、新庁舎建設の延床面積を減らし、建設費を削減することとします。

　また、新訓練塔については、現在北敷地に整備している訓練塔を取り壊す必要があることから、新たに１塔

建設することを予定しています。

①耐震性能

　新庁舎の耐震性能は国土交通省が定める「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に設定される耐

震安全性の目標に準じた性能を目指し、安全性と経済性に配慮した計画とします。

　構造体：Ⅰ類、　建築非構造部材：A類、　建築設備：甲類

　構造形式

②構造の考え方

　建物の構造形式は、「耐震構造」、「制振構造」、「免震構造」の3種類に分類されます。今後、設計業

務等を経て建物の階数やコスト面等を総合的に判断し、全免震構造をベースに、さらに調査・検討を進

めていきますが、基本設計を固めていく中でより合理的な建築方法の有無について、引き続き調査を進

めるものとします。

　令和12年4月供用開始により、整備スケジュールは以下の表のとおりとします。

整備スケジュール

　新庁舎の配置計画

　計画地における最適な施設配置については、消防庁舎建築で最も重要な活動に対し1秒を大切にし

た配置とし、道路の交通状況に左右されにくく、かつスムーズに出動ができるよう、南敷地も活用した二

方向の出動動線を確保できるよう計画します。

❶車庫から都市計画道路まで直進出動が可能

❷周囲の交通状況に影響を受けない二方向の出動動線

❸スロープや曲がりが少ない出動動線

迅速な出動動線を可能にする3つのポイント

新庁舎の規模及び配置･構造

現庁舎の活用及び新訓練塔の整備

　南敷地を「地域防災力育成拠点」として新たに整備し消防隊員のための高機能型訓練施設の建設

と、管内住民や事業所等のための防災力育成施設を整備することで、消防職員、住民相互の防災力向

上に寄与する消防施設の建設を目指します。

計画建築概要

建物名称           

建物用途

構造

最高高さ

耐火性能

耐震安全性

防火対象

防火設備

その他設備

：①新庁舎（新築）、②新指令棟（改修）、③新訓練塔（新築）

：消防署

：①（想定）RC造、②RC造、③RC造

：①最上階パラペット天端（塔屋パラペット天端）、②12.6m、③最上階パラペット天端

：耐火建築物

：①構造体Ⅰ類、建築非構造部材A類、建築設備甲類

：（15）項

：屋内消火栓設備、消火器、自動火災報知設備、誘導灯、非常照明

：自家発電設備、太陽光発電パネルなど

尾三消防組合新庁舎建設基本構想・基本計画概要（令和8年3月）

計画地の概要

　計画地及び現本部庁舎敷地の現況分析

　計画地概要

住所            

敷地面積

地域・地区

用途地域

防火指定

建蔽率

容積率

：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪地内            

：計画地約6,000㎡

：都市計画区域、ため池の浸水到達区域、境川流域都市浸水想定区域

：用途地域の指定のない区域

：法22条区域

：　60％

：200％

　計画地は、現本部庁舎敷地の北側に位置し、東側に東郷三好線（都市計画道路　幅員20ｍ、令和11年度完

成予定）、南側には現本部庁舎敷地を介し、県道520号（豊田東郷線　両側1車線）があります。西側も町道（幅

員4ｍ）に接しています。

　現在の出動動線は、南側道路と東側道路となっていますが、東側道路へはスロープを上がって出動しています。

　計画地においても、令和11年度に拡幅完了予定の東側道路と南側道路への出動動線を予定しています。ま

た、浸水対策を兼ねて盛土を行い、スロープを設けることで迅速な出動動線の確保を予定しています。

　両敷地周辺は、北西に農地が広がり、東側には住宅地が点在しています。

　北敷地を「地域消防力強化拠点」として新たに整備します。
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